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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（平成21年法律
第96号。以下「法」という。）の対象となる金融機関は、法第７条の規定に基づき、法施
行日（平成21年12月４日）から平成22年９月30日までの間に行った貸付条件の変更等の状
況を開示しています。
今般、東海財務局管内に本店を有する金融機関（68金融機関）の貸付条件の変更等の状

況について、取りまとめて集計いたしましたので、その結果（速報値）を公表いたします。

※ 今般公表するのは現時点の速報値であり、今後の精査によって変動しうるものです。



【債務者が中小企業者である場合】
上段は件数、下段()内は金額（単位：億円）

申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 実行率① 実行率②

88,427 78,682 2,167 5,359 2,219 97.3% 89.0%
(22,859) (20,741) (490) (1,164) (462) 

73,423 66,971 962 3,502 1,988 98.6% 91.2%
(13,368) (12,199) (201) (656) (309) 

3,234 2,852 99 146 137 96.6% 88.2%
(790) (732) (14) (24) (18) 

165,084 148,505 3,228 9,007 4,344 97.9% 90.0%
(37,017) (33,672) (705) (1,844) (789) 

【債務者が住宅資金借入者である場合】
上段は件数、下段()内は金額（単位：億円）

申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 実行率① 実行率②

6,556 4,121 727 717 991 85.0% 62.9%
(1,026) (659) (120) (101) (144) 

4,422 3,199 236 339 648 93.1% 72.3%
(582) (420) (32) (48) (81) 

368 243 45 40 40 84.4% 66.0%
(47) (29) (7) (5) (4) 

11,346 7,563 1,008 1,096 1,679 88.2% 66.7%
(1,655) (1,108) (159) (154) (229) 

※　計数は現時点の速報値であり、今後の精査により変動しうる。

 ・件数は、貸付債権ベース。

 ・実行率①＝実行件数／（実行件数＋謝絶件数）。
 ・実行率②＝実行件数／申込み件数。
 ・記載金額は、億円未満を切り捨てて表示。
 ・左端の欄中の【】内は、平成22年9月末時点の東海財務局管内に本店を有する金融機関数。
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